
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

①現在、大阪市に居住している方 

②令和６年９月から１１月にかけて実施する本市の結核健診を受診するとともに、

当健診で撮影した胸部エックス線画像を本調査のために提供することに同意して

いただける方 

※ただし、石綿が原因で医療機関を受診している方等は除きます。 

 

令和６年９月から１１月に本市の結核健診を受診 

専門医による胸部エックス線画像の読影を行う 

 

先着順 80名  ※定員となり次第、申し込みを終了します。 

 

電話にて、大阪市保健所管理課 審査・給付グループ（06-6647-0792）へ 

お申込みください。 

（電話により難い場合は FAX（06-6647-0803）にてお申込みください。） 

※後日、本市から調査票や同意書など必要書類を郵送します。 

 

受付期間 令和６年８月５日（月）～令和６年１０月３１日（木） 

受付は、平日（土日祝日を除く）午前９時から午後５時３０分まで 

 

 

 

 

 

※裏面につづく 

 お申し込み・お問合わせ先 

大阪市保健所管理課 審査・給付グループ 

電話 06-6647-079２   FAX 06-6647-0803 

 

 

 

 

 

 

対象者 

申込み 

内 容 

定 員 

 

 

大阪市では、石綿（アスベスト）ばく露の不安

のある方に対して、不安をやわらげるとともに、

ご自身の健康状態を確認し、健康管理に役立てる

ために、環境省が行う「石綿読影の精度に係る調

査」に本市が参加することにより石綿検診を実施

します。 

病気を早期に発見するために検診を受ける 

ことが大切です。 

令和６年度 

（石綿読影の精度に係る調査） 

「石綿（アスベスト）検診」を実施します 

（原則として、次のすべてを満たす方） 



 

― 調査のながれ ― 

 

 

① 必要書類の返送 
電話で申し込み後に、保健所管理課 審査・給付グループより送付する 

必要書類（「調査票」「同意書」「結核健診希望票」）にご記入のうえ、 

保健所管理課（審査・給付グループ）あてに返送していただきます。 

 

 

 

 

② 結核健診の受診 
令和６年９月～１１月の期間に、北区・港区・天王寺区・淀川区・生野区・ 

住吉区・平野区・西成区のいずれかの保健福祉センターにおいて結核健診（無料）

を受診していただきます。 

 

 

 

 

③ 石綿読影の実施 
結核健診で撮影した胸部エックス線画像による石綿読影を 2回 

（本市において１次読影、環境省において２次読影）実施します。 

 

 

 

 

④ 結果通知 
２次読影終了後に、本市から石綿読影結果をお知らせします。 

ただし、精密検査が必要と判定された場合はその都度、お知らせします。 

また、結核健診で精密検査が必要と判定された場合にも、別途、お知らせします。 

 

 

 

 

⑤ 精密検査 
石綿関連疾患による精密検査が必要と判定された場合、医療機関（原則、大阪公

立大学医学部附属病院）で精密検査を受診していただきます。 

なお、精密検査において実施する CT 撮影の費用のみ、大阪市が負担します。 


